
平成３０年度 和歌山県道路啓開協議会

日時：平成30年 7月30日（月）15:40～

場所：和歌山県自治会館 ２階 大会議室

次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

（１）沿岸部の幹線道路を対象にした道路啓開計画

・これまでの検討実績概要 【資料３～５】

・平成30年度の検討事項及び今後のスケジュールについて 【資料６・７】

（２）県管理道路等を対象にした道路啓開計画

・平成29年度成果 【資料８】

・平成30年度の検討事項 【資料９】

４．閉 会



県管理道路等を
対象にした道路啓開計画

南海トラフ地震に伴う津波浸水
に関する和歌山道路啓開計画

【対象災害】
・南海トラフ地震
に伴う津波

●沿岸部に加え、風水害等による大規模な道路災害に対応するため、県内の道路に対して道路啓開計画を検討
●道路啓開を迅速に実施するための道路啓開計画及び行動指針の策定並びにその実施に関し必要な事項を協議

和歌山県道路啓開協議会

沿岸域の幹線道路を対象にした
道路啓開幹事会・部会

県管理道路を対象にした
道路啓開幹事会・部会

想定外力

これまでの主な取り組み

【対象災害】
・集中豪雨
・内陸直下型地震
・その他の災害

計画の深化・改善 実行力の向上

・紀伊半島沿岸部全域にわたる甚大な
津波被害が想定される。

・具体的な被害想定規模も明確に把握
できている。（内閣府・和歌山県公表）

想定外力

・災害発生箇所、規模が様々であり、紀
伊半島内陸部を中心に局所的な被害
が想定される。
・具体的な被害想定が困難である。

情報共有体制や災害対応
オペレーションの深化が重要

具体的な被害想定に対する
計画の検証が重要

・被害想定の把握
・主要拠点と進出ルートの設定
・業者担当割付の設定
・指示連絡系統の確立 等

・啓開ルートの設定
・業者担当割付の設定
・指示連絡系統の確立 等

■各会議および計画の位置づけ
【
資

料
３
】

被害想定が困難であるため、
計画の熟度を上げるより、災害
対応力の向上を目指して検討

被害想定がある程度明確である
ため、定量的な評価等により計
画の熟度向上を目指して検討

共有・連携・反映
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沿岸部の幹線道路を対象にした道路啓開計画に関する 

承認事項 
 

１．啓開ルート計画 
 

前回の協議会で、「沿岸部への進出ルート」、「主要拠点」、「主要拠点への進

出ルート」、及び「進出ルートの代替ルート」の設定について承認済み 

 

引き続き、津波浸水区間における道路啓開の実効性を高めるため、「道路啓

開計画と津波排水運用計画の整合」について、主に以下の内容を検討 

①排水箇所（排水ポンプ車の設置箇所）及び止水箇所への道路啓開案を作成 

②市役所の移転や製油所など防災機能を有する拠点の追加 

③上記①及び②によって、主要拠点は１９０施設→２２３施設に増加 

④あわせて、上記①及び②に対応するルートの追加及び見直し 

以上について提案する。 

 

承認事項 ： 津波排水運用計画との整合（参考資料２ Ｐ５） 

      道路啓開活動の主要拠点の見直し、進出ルート及び 

進出代替ルート（参考資料３-１，３-２） 
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２．情報収集・連絡、連携 
 

前回の協議会で、和歌山県内に県と国で構成した道路啓開に関する一本化窓

口を設置するとともに、県振興局を各地域の拠点として、指示連絡系統の一本

化を図ることについて承認済み 

 

引き続き、各地域の拠点による指示連絡系統の実効性を高めるため、「指示

連絡系統の構築、情報収集・連絡手段及び運用方法の具体化」について、主に

以下の内容を検討 

①建設業協会各支部の連絡窓口を定めるとともに、出動指示を振興局から建

設業協会支部に直接行うよう一本化 

②初動時の被災状況に関する情報収集について、各機関の役割分担を明確化

（以下、被災調査の具体例） 

・道路管理者：進出ルート（直轄国道）、緊急輸送道路（直轄国道）、その他道路（県管理・

市町村道） 

・建設業協会：進出ルート（津波浸水区域外の担当割付区間） 

・測量設計業協会：進出ルート（津波浸水区域内）、緊急輸送道路 

③災害直後の情報通信手段として、「通信規制」が少ない SNS の活用 

以上について提案する。 

 

承認事項 ： 指示連絡系統の一本化（参考資料２ Ｐ１２） 

      情報収集・共有における関係機関の役割分担 

（参考資料２ Ｐ１４～２２） 

      情報共有方法として SNS 活用（参考資料２ Ｐ２３～２４） 
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３．啓開作業計画 

 

前回の協議会で、県内の建設業者等の保有人員・資機材等を考慮した、進出

ルートの担当業者の割付について承認済み 

 

引き続き、72 時間以内の確実な道路啓開を目指すため、「啓開作業計画」に

ついて、主に以下の内容を検討 

①初動対応体制の充実のため、安否確認・参集から道路啓開開始までの発災

後６時間における関係機関行動タイムラインを作成 

②進出ルートの業者の担当区間について、ルートの見直しや建設業協会の加

盟状況に応じて時点更新を実施 

③啓開作業の実効性確認の参考として、啓開シミュレーション（啓開ルート

の啓開作業時間、啓開に必要となる人員・資機材量の算定等）を実施 

以上について提案する。 

 
承認事項 ： 発災後 6 時間のタイムラインの作成（参考資料２ Ｐ３１） 

      進出ルートの業者の担当区間の見直し（参考資料３-２） 

      啓開ルートの啓開作業時間、必要人員・資機材量の算定 

（参考資料２ Ｐ５０～５１） 

 

 

４．受援計画の検討 

 
進出ルートにおける担当業者毎の必要人員・資機材量を算定し、県内の保有

人員・資機材量と比較し、リソースの過不足状況について整理した上で、管内

での対応、県内の支援、県外からの広域支援など課題への対応素案を作成 

以上について提案する。 

 
承認事項 ： 受援計画の検討（案）（参考資料４ Ｐ１１） 
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５．平成３０年度の検討内容 

 

平成３０年度に検討する内容は以下のとおりです 

 

○啓開ルート計画の時点更新 

○振興局単位で、情報収集・連絡に係る実施訓練 

○振興局単位でのタイムラインの検討 

○必要人員・資機材、燃料等の備蓄・調達計画の立案 

○県外から応援が必要な資機材や県外からの応援部隊の集結拠点の検討な

どの受援計画を検討 

○建設業協会による道路啓開計画の実効性の検証 

 

承認事項 ： 平成３０年度の検討事項（資料６） 

     今後のスケジュール（資料７） 

 

 



■ これまでの検討実績概要

（１）南海トラフ地震に伴う津波浸水に関する道路啓開に係る行動指針の基本事項

【
資

料
５

】

行
動
指
針
基
本
項
目

1.啓開ルート計画

2.情報収集・連絡、
連携

3.啓開作業計画

①基幹ルートからのR26・R42進出ルート（骨格ルート）

②資機材基地等から主要拠点（市役所等）へのルート

③主要拠点へのルート上の弱点部の特定と、う回方法・ルート

①拠点の検討及び指示連絡系統の再考・一本化

②情報収集・連絡手段の確保及び運用方法

①発災時の行動計画

②必要資機材、燃料等の備蓄・調達計画

③啓開ルートの担当（管理者、災害協定業者）割り付け
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■ これまでの検討実績概要

行動指針
基本項目 平成28年度 検討実績 平成29年度 検討実績

1.啓開
ルート

計画

①道路啓開の基本的な考え方の共有
 人命救助を目指した救助・救援ルートを確保するた

め「道路啓開」の段階目標（72時間目標：STEP1～3）
を設定・共有した。

①道路啓開計画と津波排水運用計画の整合
 河川管理者（近畿地方整備局）は、南海トラフ地震によって発生

する津波の長期浸水に対して、平成28年度までに津波排水運
用計画を策定済。

 止水箇所（海水の逆流防止）や排水箇所（排水ポンプ車の配備
箇所）への進出ルートを道路啓開計画に反映し、整合を図る必
要があった。

 止水・排水箇所までの啓開ルートを新たに設定し、道路啓開に
必要となる人員・資機材量・時間等を算定した。

②主要拠点の選定
 和歌山県の防災拠点をベースに、道路啓開活動等

の拠点となる主要拠点（190施設）を選定した。

②拠点情報の更新
 津波排水計画における排水箇所や止水箇所を反映するとともに、

振興局単位の部会で収集した各地域の 新状況（防災機能を
有する拠点の見直しなど）を踏まえて拠点情報を更新（223施設）
した。

③沿岸部および主要拠点への進出ルー
トの選定
 被害想定や国道42号等へのアクセス性等を考慮し

て啓開ルートを選定した。

③ルート情報の更新
 上記で更新した拠点に対するルートを新たに設定した。
 各地域の 新状況を踏まえてルート情報を更新した。

2.情報収
集・連絡、
連携

①拠点の検討及び指示連絡系統の検討
 和歌山県庁内に県と国等で構成した一本化窓口（道

路啓開担当）を設置するとともに、県振興局を現地
拠点とした指示連絡系統を立案した。

①地域特性を反映した指示連絡系統の構築
 平成28年度に立案した一本化窓口（道路啓開担当）をベースに、

各地域の特性（集結や情報共有のしやすさなど）を反映した、振
興局単位での指示連絡系統を構築した。

②情報収集・連絡手段及び運用方法の
検討
 把握すべき情報、収集・共有方法・提供方法の概念

を提示・共有した。

②情報収集・連絡手段及び運用方法の具体化
 把握・収集・共有すべき情報の具体化と関係機関の役割分担を

整理するとともに、情報共有方法の一つとして災害時SNSの活
用可能性を提示した。

計画の深化に向けた
各種検討を実施

（２）検討実績概要
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■ これまでの検討実績概要

（２）検討実績概要

3

行動指針
基本項目 平成28年度 検討実績 平成29年度 検討実績

3.啓開作
業計画

①発災時の行動計画の検討
 発災後72時間の関係機関行動タイムライン及び被

災種別ごとの道路啓開手順を検討した。

①初動期（発災後6時間）における行動計画の検
討
 初動対応体制の充実を図るため、発災後6時間の関係機関行動

タイムライン（昨年度より詳細）を検討した。

②被害想定及び必要人員・資機材の算
定方法の検討
 被害想定及び必要人員・資機材の算定方法の検討

した。

②必要人員・資機材の備蓄・調達計画の検討
 担当業者ごとの必要人員・資機材量を算定し、県内の保有人

員・資機材量と比較し、リソースの過不足状況を整理した。

③進出ルートの担当業者割付
 進出ルートにおける担当業者割付（原則、複数業

者）を設定した。

③ルート情報の更新
 追加となったルートを含め、各地域の 新状況や建設業協会の

意見を踏まえ、進出ルートにおける担当業者割付（原則、複数業
者）を更新した。

④浸水区域を含めた啓開シミュレーションの実施
 平成28年度設定の担当割付をベースに、道路啓開シミュレー

ション（部会での机上訓練）を実施し、啓開上の課題を抽出した。

⑤集結拠点及び情報収集拠点候補地の抽出
 道路啓開シミュレーションで得られた課題に対する改善策の一

つとして、主に割付業者が利用する集結拠点及び情報収集拠点
の候補地を抽出した。

計画の深化に向けた
各種検討を実施

受援計画の
検討



1.啓開ルート計画 ①道路啓開計画と津波排水運用計画の整合

 河川管理者（近畿地方整備局）は、南海トラフ地震によって発生する津波の長期浸水に対して、平成28年度まで
に津波排水運用計画を策定済。浸水範囲・浸水量、排水ポンプ車の配備箇所（案）および排水活動手順等が記
載されている。

 特に、止水箇所（海水の逆流防止）や排水箇所（排水ポンプ車の配備箇所）への進出ルートを道路啓開計画に反
映し、整合を図る必要があった。そこで、止水・排水箇所までの啓開ルートを新たに設定し、道路啓開に必要とな
る人員・資機材量・時間等を算定した。

 今後は、実効的な計画への深化を目的として、訓練の実施、課題の抽出、計画の見直し等を継続的に実施する
ことが必要である。

津波排水運用方策図
【田辺エリア】

■道路啓開計画
・止水・排水箇所までの啓開ルートを

設定し、道路啓開に必要となる人
員・資機材量・時間等を算定

■津波排水運用計画
・想定浸水状況や地域特性を踏まえ、

止水・排水箇所（排水ポンプ車の配
備箇所等）を設定
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1.啓開ルート計画 ②拠点情報の更新 ③ルート情報の更新

5

 津波排水計画における止水・排水箇所を「拠点」として位置づけ、啓開ルートを追加した（下図青線）。
 県振興局単位の部会において、関係市町村や建設業協会に各地域の 新情報（防災機能を有する拠点の見直

し、止水・排水箇所など）を踏まえ、拠点及びルートを更新した。
 その結果、道路啓開計画で対象とする拠点は190施設から223施設となり、あわせてルートも追加した。

津波浸水後に排水ポンプ車を配備し、
排水活動を実施する箇所を「拠点」として位置づけ



2.情報収集・連絡、連携 ①地域特性を反映した指示連絡系統の構築

指示連絡系統（基本形）

 和歌山県庁内に県と国で構成した一本化窓口を設置するとともに、各地域の県振興局を地域拠点連絡・調整を
行うことにより、指示連絡系統の一本化を図った。

 道路啓開担当や県振興局窓口等の具体の人員配置について、今後検討を進める。

6

和歌山河川国道事務所
紀南河川国道事務所

振興局 関係市町村
建設業協会

各支部

測量設計業

協会各支部

海草振興局 和歌山市 和歌山支部 紀北支部

海草振興局海南工事事務所 海南市、紀美野町 海南支部

有田振興局 有田市、湯浅町、広川町、有田川町 有田支部

日高振興局 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、

みなべ町、日高川町

日高支部 紀南西支部

西牟婁振興局 田辺市、白浜町、上富田町 紀南支部

東牟婁振興局串本建設部 すさみ町、古座川町、串本町 串本支部 紀南東支部

東牟婁振興局新宮建設部 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 新宮支部

連絡・調整

和歌山県
振興局

和歌山県
測量設計業協会

（本部）

和歌山県
建設業協会

（本部）

和歌山県
建設業協会
（各支部）

和歌山県
測量設計業協会

（各支部）

県 国

要請（出動）

要請（出動）

指示（出動）

連絡・調整

連絡・調整

関係市町村

連絡・調整

県庁内に国土交通省
職員を派遣

指示（出動）

NEXCO
西日本

指示（出動）

和歌山県庁

道路啓開担当

※和歌山県、国土交通省職員、および
NEXCO西日本職員で構成

（啓開作業一元化窓口）

連絡・調整

※直轄国道（国道26号・42号）に
ついては、河川国道事務所
から協定業者に指示

※県・市町村管理道路を対象

和歌山県建設業協会
（各支部）

【協定業者】

和歌山県建設業協会
（専務理事）

要請（出動） 指示（出動）

連絡・調整



2.情報収集・連絡、連携 ①地域特性を反映した指示連絡系統の構築

被災状況の把握（現地） 情報収集の体制

7

 現地においては、道路本体（段差・陥没）、建物等によるガレキ、路上車両、電柱倒壊等の被災状況
と被災規模を把握。

 指示連絡系統に基づいて、「道路管理者」・「測量設計業協会」・「建設業協会」からの被災調査情報
を振興局ごとで集約。

和歌山河川国道事務所
紀南河川国道事務所

連絡・調整

和歌山県
振興局

和歌山県
測量設計業協会

（本部）

和歌山県
建設業協会

（本部）

和歌山県
建設業協会
（各支部）

和歌山県
測量設計業協会

（各支部）

県 国

要請（出動）

要請（出動）

指示（出動）

連絡・調整

連絡・調整

関係市町村

連絡・調整

県庁内に国土交通省
職員を派遣

指示（出動）

NEXCO
西日本

指示（出動）

和歌山県庁

道路啓開担当

※和歌山県、国土交通省職員、および
NEXCO西日本職員で構成

（啓開作業一元化窓口）

連絡・調整

※直轄国道（国道26号・42号）に
ついては、河川国道事務所
から協定業者に指示

※県・市町村管理道路を対象

和歌山県建設業協会
（各支部）

【協定業者】

和歌山県建設業協会
（専務理事）

要請（出動） 指示（出動）

連絡・調整

【防災無線】

【防災無線】

【マイクロ電話回線】

【電話※・FAX】

【電話※・FAX】

※固定電話、衛星電話

【電話※・FAX】

○ 指示連絡系統
（情報収集の体制）



2.情報収集・連絡、連携 ②情報収集・連絡手段及び運用方法の具体化

道路啓開時に把握すべき情報と役割分担

道路管理者、建設業協会、測量設計業協会、その他関係機関の協力により、被災調査（道路啓開初動
時の現地調査）、道路啓開状況調査を実施するとともに、収集した情報を共有・発信していく。

県管理
道路

事務所 出張所
維持
業者

振興局

安否確認 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

参集 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

災対本部等設置 ○ ● ● ● ● ● ●

自動発進 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○
●

（ヘリ）

（各種情報媒体） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○
●

（リエゾン）

（道路利用者・住民） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

○ ○
●

（CCTV）
●

（CCTV）
●

（CCTV）

○ ○

●
直轄
国道

（ﾊﾞｲｸ隊）

●
直轄
国道

（ﾊﾞｲｸ隊）

●
直轄
国道

●
担当
割付
区間

○ ○
●

直轄
国道

●
直轄
国道

（ﾄﾞﾛｰﾝ）

●
（目視・
ﾄﾞﾛｰﾝ）

○ ○
●

直轄
国道

●
直轄
国道

●

○ ○ ○ ○ ○ ● ●

○ ● ● ● ● ● ●

○

● ●

●

○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○

● ●

●

○ ○ ○ ○ ● ● ●

○ ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ● ● ●

広域被害状況

各地域の被害状況

整理結果

整理結果

３．情報
の提供

広報資料作成

被災状況資料

通れるマップ

啓開状況資料

２．情報
の共有

被災調査結果
報告・整理

現地状況

道路啓開状況
報告・整理

現地状況

直轄国道

被災調査
（道路緊急点検）

進出
ルート

津波浸水区域外

津波浸水区域内

緊急輸送道路

その他道路（県管理・市町村道）

発災
直後

（全員）

（全員）

（全員）

１．情報
の収集

被災状況把握

県下
全体

測量
設計業
協会

道路啓開
担当

（県庁内）

直轄国道

市町村

近畿
地整

道路管理者

建設業
協会

実施担当者

行動内容 対象 1H 6H 24H 48H 72H
1

週間

調査行動内容 行動時点

【報告】

【報告】【共有】

【報告】

【報告】【共有】
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2.情報収集・連絡、連携 ②情報収集・連絡手段及び運用方法の具体化

災害時SNS活用の検討 Facebookの活用（例）

○発災時の情報発信の流れ○発災時の情報発信の流れ

南海トラフ地震（巨大地震）の発生

出典： ： Facebook を活用した災害対策と対応

 発災直後の情報発信手段として、「通信規制」が少ないSNS（Facebook）の活用を検討
 「グループ」機能により、地域拠点（○○振興局）と「建設業協会（道路啓開担当者）」・「測量設計業協会」との連

絡手段としても活用が可能。

【Facebook活用の事例】

■Facebookによる発災情報の発信
（例）
「和歌山県全域に震度6弱の地震が観測されました。和歌山県道路

啓開対策本部が立ち上がりました。- - - - - -」

参集

○内閣府防災担当では公式にSNSを活用。

○Facebookは、インターネット上に情報投稿場所を提供。

○参加登録には、管理者の承認が必要。

○承認された登録者のみ情報を閲覧でき、情報共有が可能。

○新たな投稿があれば、登録者にメールにて通知。

■Facebookグループ事例（民間ボランティア 災害連携TeamＡＬＬＪＡＰＡＮグループ）

登録者が情報を
投稿、全員が共有
可能

管理者が承認した
人が参加可能。

道路啓開関係者

道路啓開関係者

・・・
・・・

県庁内
道路啓開担当

・
・
・

・
・
・

【Facebookによる発災時の情報発信】

・Facebookから携帯端末に通知

・Facebookの登録メールアドレスに

メッセージを送信

← 振興局との連携
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3.啓開作業計画 ①初動期（発災後6時間）における行動計画の検討

 発災後、道路啓開担当（啓開作業一元化窓口）からの情報発信を合図として、
ただちに参集し、被害情報の収集に着手。

 今後の訓練を通じて、行動項目や連携方法等を適宜見直す。

タイムラインの作成
【発災後６時間】

4h 5h 6h1h 2h

建設業協会
（本部、各支部）

上記タイムラインは、各機関による活動事例として作成したものであり、実際の被災状況により相違があることに留意が必要。

河川国道事務所
（和歌山・紀南）

ＳＴＥＰ１地震
発生

3h

和歌山県
（本庁・各振興局）

人員・資機材
等の出動体制

結果の
集約・整理

支援要
請受諾
（本部）

被災状況把握結果の
集約・整理

被災状況及
び啓開状況

の整理、
進出ルート

の調整

道路啓
開担当

の
設置 道

路
啓
開
開
始

緊急点検の
結果整理、
被害情報の
収集・整理

測量設計業協会
（本部、各支部）

関係市町村

道路啓開担当
から

出動の要請

支援要
請受諾
（本部）

各業者へ
出動の
指示

各支部へ
出動の
指示

緊急点検の
結果整理、
被害情報の
収集・整理

安

否

確

認

参

集

災

害

対

策

本

部

・

支

部

等

の

設

置

、
非

常

体

制

連

絡

通

信

手

段

等

の

確

認

緊急点検の実施、
被害情報の収集・

整理

建設業協会支
部への出動の

指示

緊急点検の実施、
被害情報の収集・

整理

指示連
絡系統

・
連絡通
信体制

の
確認

道路管
理者に
よる

通行禁
止等迂
回路設

定

集結拠点への進出、被災状況の把握・報告
（浸水想定区域外の進出ルート（担当割付区間））

人員・機材等
の出動体制
結果の整理・

共有

被災状況把
握結果の整

理・共有

作業
計画
検討

進出
ルートの

決定

災対法
による
区間
指定

・出動体制報告
・人員・資機材の確保
・被災状況の報告

・出動体制報告
・人員・機材の確保
・被災状況の報告

被災状況及
び啓開状況
の集約・整

理

道路啓開

被災状況の把握・報告
（緊急輸送道路、津波浸水区域内の進出ルート（ドローン））

道路啓開担当
（啓開作業一本化窓口）

緊急点検の実施、
被害情報の収集・整理
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有田建設部管内　啓開完了時間及び必要資機材量【更新版】

パト
ロー
ル車

ユ
ニック

車

ダン
プト

ラック

バック
ホウ

ブル
ドー
ザ

ホ
イー
ル

ロー

レッ
カー
車

タイヤ
ロー
ラー

照明
車

土砂

（ｍ
３
）

土嚢
袋

（枚）

敷鉄
板

（枚）
人員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

有田01
31.紀州ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

（株）
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

河南浄水場（糸我浄水場）

担当区間

有田市立病院

担当区間

STEP3（R42②）

有田05 7.（株）桑原組 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 有田警察署

有田06 4.（有）西山工業 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 担当区間

有田市立病院

担当区間

有田08 6.尾藤組 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 マツゲン有田球場

有田09 11. （有）匠建設 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

ふるさとの川総合公園

下中島浄水場

有田市役所

有田市消防本部

有田11 2.有田建設 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 新堂浄水場

久米崎浄水場

STEP3（R42③）

STEP3（R42④）

STEP3（R42⑤）

有田13 14.瑞雄建設 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 済生会有田病院

有田14 13.野田組 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

有田15 40.（株）有新建設 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 和歌山県有田振興局

なぎの里球場・町民グラウンド

横田浄水場

有田17 41.浅井組 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 吉備湯浅PA～なぎの里球場・町民グラウンド

有田18 16.横貫組（有） 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 湯浅警察署

湯浅広川消防組合消防本部

湯浅町役場

担当区間

担当区間（由良町へ）

担当区間（広川町役場へ）

有田21 19.大東建設 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

有田22 20.（株）ワカノ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 広川町役場

有田23 23.久保田重機 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 男山球場

有田24 21.馬所建設 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

有田25 22.馬所建設 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 南広小学校

有田26 25.奥商 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

有田27 26.（株）田中鉄工所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 広川町若者広場

担当区間

STEP3（R42①）

西ノ浜児童公園

JXTC和歌山製油所

：情報収集・出動準備、進出拠点への移動 ：STEP1（浸水想定区域外） ：STEP2（主要拠点への進出ルートの確保） ：STEP3（沿岸部ルートの確保）

01

0 6

業者数

有
田
I
C

湯
浅
I
C

1 1 1 0 0 0

12

有田29 8.中井建設 1 1 1 1 1 1

1 1

161 2 1 1 1 1

広
川
I
C

有
田
I
C

有田28 55.(株)保田組 1

1 0 1.6

0 0 01 1 1 1 1

0 0 0 0 6

有田20 60.（株）溝畑組 1 1

1 1 1 1 1 1有田19 18.（株）松原造園土木 1 1 1

80 20

0 0 0 61 1 1 1 1 1

0 3.2 160 20 8

有田16 15.瑞雄建設 1 1

2 1 1 1 1 1有田12 58.（株）中井組 1 1 1

1 0

0 0 0 51 0 0 0 1 1

0 0 0 0 12

有田10 1.阪本建設 1 1

1 1 1 1 1 1有田07 5.紀有建設（株） 1 1 1

0 0

5.8 290 24 161 2 1 1 1 1

0 0 0 0 6

有田04 59.（株）酒井組 1 1

1 1 1 1 1 1有田03 56.（株）桑原工務店 1 1 1

1 0

有田02 57.（株）丸庄組 1

起点名 区間 業者名

必要資機材量

主要拠点

地震・津波発生後の時間
啓開完了

完了

完了

発災から12時間後 発災から24時間後
STEP1完了目標

発災から48時間後
STEP2完了目標

発災から36時間後 発災から72時間後
STEP3完了目標

発災から60時間後

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

3.啓開作業計画 ②必要人員・資機材の備蓄・調達計画の検討

 振興局毎・啓開ルート別に、啓開作業時間、必要人員・資機材量を算定

図 啓開完了時間、必要人員・資機材量

［有田04］
津波浸水区間（市街地、約1.4km）の泥
土・ガレキ除去の啓開完了に約8時間
橋梁段差解消（4箇所）に約3時間
路上車両の撤去に約2時間

［有田07］
津波浸水区間（約2.1km）の泥土・
ガレキ除去の啓開完了に約7時間
路上車両の撤去に約3時間

［有田20］
津波浸水区間（約1.9km）の泥土・
ガレキ除去の啓開完了に約8時間
橋梁段差解消（2箇所）に約1時間
路上車両の撤去に約2時間

［有田21］
津波浸水区間（約0.8km）の
泥土・ガレキ除去の啓開完了
に約6時間
路上車両の撤去に約1時間

［有田28］
落石や自然斜面の崩壊（約
450m3）のガレキ除去の啓開完
了に約7時間
沿道施設崩壊によるガレキ除
去に約2時間

①担当割付区間ごとの啓開延
長や被害想定規模を踏まえ、
必要人員・資機材量を算定

②担当割付区間ごとの啓開作
業内容や作業原単位を踏まえ、
道路啓開時間を算定
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3.啓開作業計画 ②必要人員・資機材の備蓄・調達計画の検討
【受援計画の検討（案）】 １．道路啓開の必要リソースと保有リソースの整理方法

必要人員・資機材量の計上

 道路啓開ルート、被災想定結果等をもとに、管内ごとの必要人員・資機材量を計上

保有人員・資機材量の抽出

 和歌山県保有データ、資機材データベースから、管内ごとの保有人員・資機材量を抽出

複数の状況を想定したシナリオの設定

■東日本大震災での稼働実績
・東日本大震災時の民間保有建設機械の稼働率は、

発災後3日間で約20%、発災後7日間で約40%
「近畿技術事務所調べ（東北地方29社を対象）」

※発災後3日間の稼働率が低い理由
「依頼側の情報錯綜等により、要請そのものが少なかった」と推定。

効率的な要請ができれば40%以上の稼働が可能との考察。

大型 中型 小型 合計 大型 中型 小型 合計 大型 中型 小型 合計

1 熱海建設(株) 宮城県仙台市 仙台河川国道 2 2 0 4 2 2 0 4 0 0 0 0

2 奥田建設(株) 宮城県仙台市 仙台河川国道 6 12 7 25 6 12 7 25 0 2 2 4

3 (株)小野良組 宮城県気仙沼市 仙台河川国道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 (株)加地和組 福島県いわき市 磐城国道 4 5 1 10 4 5 1 10 2 1 0 3

5 河北建設(株) 宮城県仙台市 仙台河川国道 1 10 18 29 1 3 7 11 0 0 0 0

6 刈屋建設(株) 岩手県宮古市 三陸国道 9 15 13 37 9 7 1 17 4 6 0 10

7 國井建設(株) 山形県寒河江市 仙台河川国道 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

8 後藤工業(株) 宮城県仙台市 仙台河川国道 1 7 11 19 0 1 8 9 0 1 8 9

9 (株)佐賀組 岩手県大船渡市 三陸国道 0 5 2 7 0 4 2 6 0 4 1 5

10 佐藤工業(株)東北支店 宮城県仙台市 仙台河川国道 0 7 1 8 0 7 1 8 0 0 0 0

11 渋谷建設（株） 山形県山形市 仙台河川国道 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2

12 庄司建設工業(株) 福島県南相馬市 磐城国道 0 4 3 7 0 4 3 7 0 4 3 7

13 常磐開発(株) 福島県いわき市 磐城国道 2 3 6 11 2 3 6 11 2 1 6 9

14 新光建設(株) 岩手県釜石市 三陸国道 6 12 5 23 3 1 1 5 0 0 0 0

15 スバル興業(株)東北支店 宮城県仙台市 仙台河川国道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 成和建設(株) 岩手県花巻市 三陸国道 5 12 20 37 0 3 0 3 0 3 0 3

17 泰昌建設(株) 山形県山形市 仙台河川国道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 (株)タカヤ 岩手県盛岡市 三陸国道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 (株)テラ 岩手県遠野市 三陸国道 0 21 3 24 0 12 0 12 0 7 0 7

20 樋下建設(株) 岩手県盛岡市 三陸国道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 東京鋪装工業(株)東北支店 宮城県仙台市 仙台河川国道 0 6 5 11 0 6 3 9 0 0 2 2

22 那須建設(株) 山形県長井市 仙台河川国道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 (株)橋本店 宮城県仙台市 仙台河川国道 6 28 25 59 2 12 14 28 0 1 6 7

24 (株)深松組 宮城県仙台市 仙台河川国道 0 12 2 14 0 12 2 14 0 0 1 1

25 南建設(株) 岩手県軽米町 三陸国道 8 13 3 24 0 2 0 2 0 0 0 0

26 宮城建設(株) 岩手県久慈市 三陸国道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 三好建設(株) 岩手県宮古市 三陸国道 3 5 5 13 4 4 3 11 1 1 0 2

28 菱和建設(株) 岩手県盛岡市 三陸国道 4 1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1

29 (株)渡辺組 福島県いわき市 磐城国道 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7

31 110 100 241 19 43 34 96 5 19 14 38

61% 39% 34% 40% 16% 17% 14% 16%

：稼働率算定に使用した建設会社 (稼働率) = (稼働台数) / (保有台数)

：回答があったものの稼働率算定に使用しない建設会社

色なし ：未回答

稼働台数(全期間)
所管事務所

保有台数 稼働台数(3日間)

保有台数及び稼働台数の合計

稼働率

会　社　名 所　在　地

出動・稼働率 想定状況

シナリオ１ 初動期は保有人員・機械の40%が出動・稼働可能
大規模地震が平日昼間に発生し、計画していた連携やシステムが一定
程度機能している状況を想定

シナリオ２ 初動期は保有人員・機械の20%が出動・稼働可能
大規模地震が休日夜間や悪天候時に発生し、計画していた連携やシス
テムがほぼ機能せず、混乱している状況を想定

東日本大震災時における重機の実績稼働率の整理例

■和歌山県内の状況
【部会アンケートの回答・意見】
・被害状況により人員・資機材の確保は様々。
・資機材はリース会社を経由して確保する。
・発災時の人員確保は困難。
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アンケート結果と管内ごとの不足リソースの整理

アンケート回答結果 過不足量（事務局想定） その他

海草

①保有人員
・被害状況によるので現時点では不明
②保有資機材
・被害状況で変化するので、調達可能な資機材で対応

シナリオ1（稼働率40%）
・人員 大71人不足、バックホウ 大18台不足、ダンプトラック 大18台不足
シナリオ2（稼働率20%）
・人員 大165人不足、バックホウ 大19台不足、ダンプトラック 大22台不足
※資材は、土砂 大29m3不足、土のう袋3,620枚余剰、敷鉄板 大96枚不足

海南 現時点で不明

シナリオ1（稼働率40%）
・人員1人余剰、バックホウ6台余剰、ダンプトラック43台余剰
シナリオ2（稼働率20%）
・人員 大39人不足、バックホウ1台余剰、ダンプトラック18台余剰
※資材は、土砂209m3余剰、土のう袋 大160枚不足、敷鉄板72枚余剰

有田

①保有人員
・人員確保は困難【1社】
・確保可能【2社】
②保有資機材
・重機・土のうは確保可能【1社】
・確保可能【1社】
・リース会社より確保可能【1社】

シナリオ1（稼働率40%）
・人員 大79人不足、バックホウ15台余剰、ダンプトラック3台余剰
シナリオ2（稼働率20%）
・人員 大142人不足、バックホウ 大6台不足、ダンプトラック 大14台不足
※資材は、土砂1,024m3余剰、土のう袋1,565枚余剰、敷鉄板100枚余剰

■一部人員確保は困難
→複数の担当業者割付の確保

（サブ業者の確保）

■リース会社と連携して確保
→初動期における連携体制の充実

日高 現時点で不明

シナリオ1（稼働率40%）
・人員 大187人不足、バックホウ5台余剰、ダンプトラック50台余剰
シナリオ2（稼働率20%）
・人員 大247人不足、バックホウ 大7台不足、ダンプトラック10台余剰
※資材は、土砂1,185m3余剰、土のう袋436枚余剰、敷鉄板475枚余剰

西牟婁 現時点で不明

シナリオ1（稼働率40%）
・人員 大83人不足、バックホウ5台余剰、ダンプトラック5台余剰
シナリオ2（稼働率20%）
・人員 大127人不足、バックホウ 大3台不足、ダンプトラック 大8台不足
※資材は、土砂 大47m3不足、土のう袋 大2,230枚不足、敷鉄板329枚余剰

串本

①保有人員
・各班の必要人数を精査し、人員不足数を算出予定
②保有資機材
・被災状況により変化

シナリオ1（稼働率40%）
・人員 大123人不足、バックホウ 大6台不足、ダンプトラック 大6台不足
シナリオ2（稼働率20%）
・人員 大137人不足、バックホウ 大8台不足、ダンプトラック 大10台不足
※資材は、土砂 大66m3不足、土のう袋 大3,180枚不足、敷鉄板 大150枚不足

新宮

①保有人員
・協力業者数を増やす必要あり【1社】
・必要人員は確保可能【1社】
②保有資機材
・おおよそ確保可能【1社】

シナリオ1（稼働率40%）
・人員 大45人不足、バックホウ2台余剰、ダンプトラック4台余剰
シナリオ2（稼働率20%）
・人員 大67人不足、バックホウ 大1台不足、ダンプトラック 大2台不足
※資材は、土砂 大32m3不足、土のう袋 大1,200枚不足、敷鉄板 大52枚不足

■協力業者の増員が必要
→応援体制の充実

県内
合計

－

シナリオ1（稼働率40%）
・人員587人 大不足、バックホウ9台余剰、ダンプトラック81台余剰
シナリオ2（稼働率20%）
・人員924人 大不足、バックホウ 大43台不足、ダンプトラック 大28台不足
※資材は、土砂2,244m3余剰、土のう袋1,149枚不足、敷鉄板678枚余剰

3.啓開作業計画 ②必要人員・資機材の備蓄・調達計画の検討
【受援計画の検討（案） 】 ２．管内および県内で不足するリソースの把握
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・シナリオ1（稼働率40%）の場合、人員は 大83人不足、バックホウは5台余剰、ダンプトラックは5台余剰

・シナリオ2（稼働率20%）の場合、人員は 大127人不足、バックホウは 大3台不足、ダンプトラックは 大8台不足

・その他資材は、橋梁段差の解消に使用する土砂が 大47m3不足、土のう袋が 大2,230枚不足、敷鉄板は329枚余剰

⇒西牟婁管内は、津波浸水区域外において割付業者が独自で保有している人員・資機材がやや少ない。

（データベースに登録されている加盟業者の総数では余剰がある）

■人員 ■バックホウ ■ダンプトラック

■土砂 ■土のう袋 ■敷鉄板

資材については
稼働率は考慮しない

資材については
稼働率は考慮しない
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稼働率は考慮しない
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（台） 西牟婁 保有量 保有量（浸水域除外） 必要量

西牟婁管内
3.啓開作業計画 ②必要人員・資機材の備蓄・調達計画の検討
【受援計画の検討（案） 】 ３．各管内における課題の抽出
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①管内での対応（例）

 管内における対応人員の融通（担当区間啓開完了後の別ルートへの応援等）
 割付担当以外の業者が保有しているバックホウ・ダンプトラックの共有
 訓練やBCP計画等の取り組みの推進、道路管理者による備蓄
 浸水区域内に配置されている資機材の対策（事前移設、災害時の迅速な移動等）
 各管内での保有量が多い資材は、集結拠点へ移動するなどして共有

②県内の支援（例）

 内陸部（那賀、伊都）など、余力の有無を把握（応援の可否を検討）
 平常時から各振興局管内間の連携体制を強化

③県外からの広域支援（例）

 県外からの応援を要請する規模を設定
 受援計画・受援体制を構築（拠点の整備やタイムライン、オペレーション方法の検討）

3.啓開作業計画 ②必要人員・資機材の備蓄・調達計画の検討
【受援計画の検討（案） 】 ４．課題に対する対応（案）
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シナリオ１（稼働率40%）の例

海草管内
人員：71人不足
バックホウ：18台不足
ダンプトラック：18台不足
土砂：29m3不足
土のう袋：3,620枚余剰
敷鉄板：96枚不足

海南から応援【機械】

内陸部から応援

西牟婁から応援【機械】

海南管内
人員：1人余剰
バックホウ：6台余剰
ダンプトラック：43台余剰
土砂：209m3余剰
土のう袋：160枚不足
敷鉄板：72枚余剰 有田管内

人員：79人不足
バックホウ：15台余剰
ダンプトラック：3台余剰
土砂：1,024m3余剰
土のう袋：1,565枚余剰
敷鉄板：100枚余剰

日高管内
人員：187人不足
バックホウ：5台余剰
ダンプトラック：50台余剰
土砂：1,185m3余剰
土のう袋：436枚余剰
敷鉄板：475枚余剰

西牟婁管内
人員：83人不足
バックホウ：5台余剰
ダンプトラック：5台余剰
土砂：47m3不足
土のう袋：2,230枚不足
敷鉄板：329枚余剰

串本管内
人員：123人不足
バックホウ：6台不足
ダンプトラック：6台不足
土砂：66m3不足
土のう袋：3,180枚不足
敷鉄板：150枚不足

新宮管内
人員：45人不足
バックホウ：2台余剰
ダンプトラック：4台余剰
土砂：32m3不足
土のう袋：1,200枚不足
敷鉄板：52枚不足

県外から応援【人員】

X軸ネットワークを活用し、
県外および内陸部から応援

■各管内における事前の取り組み
・担当啓開区間を跨ぐ対応人員の融通（連携体制の充実）
・割付担当以外の業者が保有している資機材の活用
・初動期の稼働率向上に向けた訓練や勉強会等の推進
・浸水区域内に配置されている資機材対策
⇒特に資材は事前の移設や災害時の迅速な集結拠点への

移動等により対応することで管内対応を目標とする

県全体
人員：587人不足
バックホウ：9台余剰
ダンプトラック：81台余剰
土砂：2,244m3余剰
土のう袋：1,149枚不足
敷鉄板：678枚余剰

基幹ルートを活用し、県外
もしくは内陸部から応援

基幹ルートを活用し、県外
もしくは内陸部から応援

3.啓開作業計画 ②必要人員・資機材の備蓄・調達計画の検討
【受援計画の検討（案） 】 ５．受援・応援イメージ
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3.啓開作業計画 ③進出ルートにおける担当業者割付の時点更新

17

進出ルートにおける担当業者割付（海草管内の例）



3.啓開作業計画 ④浸水区域を含めた啓開シミュレーションの実施

 各地域の被害想定量算出結果、県内の建設業者等の保有人員・資機材等を考慮し、啓開ルートの
担当（災害協定業者）を割り付け

図 啓開ルートの災害協定業者の担当割付イメージ 18
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紀勢線出張所

周参見防災基地

担当区間

国保すさみ病院

すさみ町役場

周参見漁港

すさみ町総合運動公園

日置川焼却場前町有地

STEP3（R42①） 140時間後

道の駅　「イ ノブータンラ ンド・すさみ」

道の駅　「すさみ」

STEP3（R42②）

STEP3（R42③） 137時間後

明神中学校グラウンド

古座川町保健福祉センター

県道227号・県道234号

若者広場

古座分庁舎

串本町消防本部

串本町総合運動公園多目的グラ ウンド

くしもと町立病院

串本海上保安署

串本国道維持出張所

串本警察署・代替指揮所

東牟婁振興局串本本部

串本町役場 74時間後

串本漁港 75～124時間後

給食センター 124～295時間後

STEP3（R42④） 296～706時間後

STEP3（R42⑤） 707～711時間後

STEP3（R42⑥） 712～730時間後

STEP3（R42⑦） 731～807時間後

串本05
（株）坂井組、（有）南建設、竹田組、

南紀建設、（株）芝古組
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 潮岬望楼の芝

串本06 （株）人見建設、中田組 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 航空自衛隊串本基地

古座川町役場

古座中学校グラウンド

上野山防災広場

STEP3（R42⑧） 296時間後

STEP3（R42⑨） 297～304時間後

串本08 西田建設 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

串本09 （有）泰間組、（有）東組 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

串本10 （有）大石組、松栄建設（株） 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 担当区間

：情報収集・出動準備、進出拠点への移動 ：STEP1（浸水想定区域外） ：STEP2（主要拠点への進出ルートの確保） ：STEP3（沿岸部ルートの確保）

27すさみ

IC

主要拠点業者数業者名区間起点名

21 1030 48串本07
（有）宮本工務店、（有）

杉尾組
1 1 1 1 02 11 242 1

5

（株）小森組、千鳥建設

（株）、（株）小寺工務

店、交田組、（有）隅田

建設

串本04

32県道

38号・県

道228号

245299020011111211

見瀬組、畦智建設、引

地組、（有）浦組、松栄

建設（株）

串本03

31国道

371号・

県道38

号

60000100111115

必要資機材量 地震・津波発生後の時間

啓開完了

24

2 1 1 1 1
27すさみ

IC
串本01

（株）阿部工務店、（株）

関本工務店、（株）田所

建設、（有）松本建設、

堀本興業（株）

5

28開口

部（見老

津地区）

1 1 1 0 16 820

28 24

串本02
（有）竹本組、（株）吉田

組
2 1 1 2 1 1

1 1 0 9.4 4701

40

津波警報解除

（発災後約30時間）

発災から12時間後 発災から24時間後
STEP1完了目標

発災から48時間後
STEP2完了目標

発災から36時間後 発災から72時間後
STEP3完了目標

発災から60時間後

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

3.啓開作業計画 ④浸水区域を含めた啓開シミュレーションの実施

 振興局毎・啓開ルート別に、啓開作業時間、必要人員・資機材量を算定

図 啓開完了時間、必要人員・資機材量

①担当割付区間ごとの啓開延
長や被害想定規模を踏まえ、
必要人員・資機材量を算定

②担当割付区間ごとの啓開作
業内容や作業原単位を踏まえ、
道路啓開時間を算定

19



3.啓開作業計画 ④浸水区域を含めた啓開シミュレーションの実施

 算定した啓開作業時間をもとに、道路啓開展開図を作成（24時間単位）

▲部会の様子
大判図面を用いて部会員参加型の積極的な議論が展開

発災から24時間後（津波警報発令中） 発災から48時間後（津波警報解除後） 発災から72時間後（津波警報解除後）

▲道路啓開展開図イメージ

■部会での意見 （串本部会の例）

・すさみ古座線は2車線から1車線になるところがあるので注意が必要で
ある

・すさみIC付近は拠点になりうる
・大島、出雲地域およびR371は同時並行で啓開活動が可能である
・作業員の後方支援が必要である
・二次災害を防止する観点で、退避場所の確保やルールの設定が必要

である 20



 東日本大震災や熊本地震においては、後方支援の拠点を中心に活動を展開
 啓開作業や広域支援を円滑に実行するため、集結拠点に求められる役割と機能を整理

東日本大震災における岩手県遠野市（遠野運動公園等）の事例

■立地環境
 内陸諸都市と沿岸市町村を結ぶ道路網の結節点
 内陸と沿岸の市町村が半径50km圏内（車で約1時間圏内）
 地質が花崗岩で安定しており、災害に強い地域
■主な機能・活用内容
 広域支援の一次集結地
 広域支援のベースキャンプ
 災害対策車両の活動支援等

○岩手県遠野市の立地環境

○遠野運動公園の活用状況

集結拠点に求められる役割

 啓開担当業者や応援部隊が被災地に向
かう際の中継となる拠点

 道路啓開活動の実施に向けた一時的な
滞在、調整及び作業が可能となる拠点

拠点に必要となる機能と内容

・集結場所や待機場所として確保
・円滑な受援の要となる拠点を事前に設定

ベースキャンプ機能
・道路啓開担当業者や応援部隊の集結、現場の情報

共有、体制等の調整

活動支援機能
・資機材の備蓄（仮設を含む）、対応機械の燃料補給

やメンテナンス活動を支援

ライフライン機能 ・対応人員の休息環境（トイレ、水道等）を確保

※出典：遠野市沿岸被災地後方支援50日の記録(H23,遠野市)

（１）集結拠点候補地の考え方

3.啓開作業計画 ⑤集結拠点及び情報収集拠点候補地の抽出

21



 東日本大震災や熊本地震では情報の輻輳、通信規制や障害が広範囲で発生
 情報拠点とするため、防災無線等による通信手段を確保できる施設を整理

東日本大震災及び熊本地震における通信の被害状況

情報拠点に求められる役割

 啓開担当や被災状況報告者が使用可能
な通信手段を保有する拠点

 通信規制や通信基盤の広域的な通信障
害の際においても、連絡・通信が可能であ
る拠点（支所等）

・連絡通信不能を想定
・啓開担当が利用できる情報拠点を事前に設定

○熊本地震における被災状況「NTT西日本及びNTTドコモ」
（2016年4月16日の状況）

※出典：電気通信事業者の平成28年熊本地震への対応状況(H28,総務省)

NTT西日本NTT西日本 NTTドコモNTTドコモ

○東日本大震災における被災状況「NTT東日本及びNTTドコモ」
（2011年3月13日の状況）

岩手県 宮城県 福島県

※出典：東日本大震災における通信の被災状況、復旧等に関する取組状況（H23,総務省）

拠点に必要となる機能と内容

通信手段を保有
・防災無線、衛星電話、マイクロ電話など固定電話や

携帯電話の通信規制に影響を受けない通信手段

活動支援機能
・報告の取りまとめ作業や連絡者の一時的な駐車が

可能なスペースを保有

ライフライン機能 ・対応人員の休息環境（トイレ、水道等）を確保

3.啓開作業計画 ⑤集結拠点及び情報収集拠点候補地の抽出

（２）情報拠点候補地の考え方
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（３）集結拠点候補地の抽出

集結拠点候補地
④町民グラウンド

集結拠点候補地
③串本建設部周辺

情報拠点候補地
串本町古座分庁舎

振興局
①東牟婁振興局串本建設部

市役所・町村役場
古座川町役場

市役所・町村役場
串本町役場

振興局
集結拠点候補地
情報拠点候補地
市役所・町村役場

3.啓開作業計画 ⑤集結拠点及び情報収集拠点候補地の抽出
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（４）集結拠点候補地のカルテイメージ

3.啓開作業計画 ⑤集結拠点及び情報収集拠点候補地の抽出
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（５）とりまとめ

 集結拠点候補地は、啓開担当業者や応援部隊が被災地に向かう際のアクセス性を考慮し、各管内
のIC周辺で一定の面積が確保できる施設・用地を選定
→県内で合計31拠点

 情報拠点候補地は、情報の輻輳や通信障害等が広範囲で発生する可能性を考慮し、防災無線等
で通信手段を確保しやすい市町村役場および支所を選定
→県内で合計74拠点

 部会意見を踏まえた、追加拠点の調査（現地状況の確認、拠点機能の調査）
 拠点の運用計画（受援体制、展開オペレーション等）の検討
 災害時の利用に際しての施設および用地管理者との事前協議・調整

今後の取り組み（案）

3.啓開作業計画 ⑤集結拠点及び情報収集拠点候補地の抽出
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南海トラフ地震に伴う津波浸水に関する道路啓開に係る行動指針の基本事項

行
動
指
針
基
本
項
目

1.啓開ルート計画

2.情報収集・連絡、
連携

3.啓開作業計画

①基幹ルートからのR26・R42進出ルート（骨格ルート）

②資機材基地等から主要拠点（市役所等）へのルート

③主要拠点へのルート上の弱点部の特定と、う回方法・
ルート

①拠点の検討及び指示連絡系統の再考・一本化

②情報収集・連絡手段の確保及び運用方法

①発災時の行動計画

②必要資機材、燃料等の備蓄・調達計画

③啓開ルートの担当（管理者、災害協定業者）割り付け

平成27年度選定
（随時時点見直し）

■平成３０年度 検討事項

※順次見直すことを想定

平成28年度選定
（随時時点見直し）

受援計画

全体タイムライン 地域別タイムライン

必要資機材の把握 必要資機材、燃料等の備蓄・調達計画

割付の作成 過不足の把握

H30新規検討事項

平成29年度案検討
（引き続き詳細検討）

H30継続検討事項

○受援計画の検証

管内応援・受援の検証 県外応援・受援の検証

平成29年度案検討
（引き続き詳細検討）

連絡手段の確保 情報収集・連絡の実施訓練

平成29年度案検討
（引き続き詳細検討）

【
資

料
６
】



■今後の作業方針（案）

○行動指針(案)、受援計画（案）の実効性を高めるため、部会や訓練等を通して検証、評価すると
ともに、関連部局等との協議・調整を図る。

１）道路啓開行動指針（案）等に関する説明会での説明事項（案）

○道路啓開計画の主旨・概要説明
○啓開ルート、啓開作業時間、必要人員・資機材の説明
○受援計画の説明
○情報収集・連絡、連携の説明
○集結拠点及び情報拠点候補地の説明

２） 部会での検討事項（案）

○道路啓開行動指針（案）、受援計画（案）の更新内容の共有
○沿岸部７部会を対象に、初動時情報伝達訓練を試行

※主な対象：建設業者

※主な対象：部会構成員



■今後のスケジュール
【
資

料
７
】

 H30年度の作業部会における取組みは、下記事項を予定。
• 建設業者等を対象に、道路啓開行動指針（案）等に関する説明会を開催。（部会から提案あり）
• 情報伝達訓練の実施。（沿岸部7部会で開催）

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会 ●

幹事会 ●

作業部会
（振興局単位）

１）啓開ルート計画

２）情報収集・連絡、連携

３）啓開作業計画

受援計画の検討

H30年度

H31年度

会議

道路啓開に
係る行動指
針（案）の
検証

【説明会】 【部会(情報伝達訓練)】

●

●

●

●

●

説明会、部会等での意見・要望等を踏ま

えて各種検討にフィードバックし、計画

の深化を図る



平成２９年度成果
（県管理道路等を対象にした道路啓開計画）

平成30年7月

和歌山県

【
資

料
８
】
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１．県管理道路を対象にした道路啓開に関する検討事項

「県管理道路等を対象にした道路啓開計画」の概要

県下全域を９分割し、対象災害別、各地域（管内）ごとに
啓開ルートおよび担当業者の割り付けを行う

隣接地域や広域地域からの応援体制を構築する

管 内 啓 開 応 援 啓 開

 「管内啓開」、「応援啓開」の２つの啓開を軸に計画を策定する。

1

集中豪雨等の風水害

啓開路線 担当業者割付

内陸直下型地震

啓開路線 担当業者割付

拠点の検討及び指示連絡系統の
一本化

基本方針 詳細検討

応援啓開

啓開路線 応援チーム選定

【凡例】
平成28年度
平成29年度
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会議 開催日 検討概要

平成29年度 第1回幹事会 平成29年7月10日
・平成28年度活動実績・成果に関する報告
・平成29年度検討事項に関する報告

平成29年度 第1回協議会 平成29年8月1日
・集中豪雨等風水害に係る管内啓開（案）に関する報告
・平成29年度検討事項及び今後のスケジュールに関する報告

平成29年度 第1回部会
平成29年11月13日
～平成29年11月21日

・道路啓開初動時の現地調査行動内容の確認
・振興局単位での情報収集・連絡通信手段の確認

平成29年度 第2回部会
平成30年2月14日
～平成30年2月20日

・応援啓開に関する検討
・集結拠点候補地及び情報拠点候補地の検討
・情報収集・連絡、連携に関する検討

H29 第1回協議会の状況

①内陸直下型地震を対象に、管内啓開における啓開ルートの設定及び担当業者の割付を設定
②応援啓開に係る隣接・広域の応援チームの編成及び応援啓開ルートの設定
③指示連絡系統の詳細検討

平成29年度の検討事項

会議開催履歴

H29 第2回部会の状況

２．平成29年度活動経緯

H29 第1回幹事会の状況 H29 第1回部会の状況



３．平成29年度成果①

3

内陸直下型地震を対象に管内啓開における啓開ルートの設定及び担当業者の割付を設定

 内陸直下型地震についても、集中

豪雨等の風水害と同様に、現時点

の知見では災害発生箇所の特定

が困難であるため、県下全域の防

災拠点を連絡している和歌山県緊

急輸送道路を優先的に啓開する

啓開路線に選定した。

 また、各部会において、必要性の

議論を重ね、緊急輸送道路以外の

道路を補完ルートとして啓開路線

に選定した。

海草建設部管内

那賀建設部管内

伊都建設部管内

海草建設
海南工事事務所管内

有田建設部管内

日高建設部管内

西牟婁建設部管内

串本建設部管内

新宮建設部管内

【緊急輸送道路（和歌山県）の定義】

・高速道路をはじめとする幹線道路、並びに、

これらの道路と行政機関、港湾・空港、災害

医療拠点などの防災拠点を連絡する、緊急輸

送を確実に実施するために必要な道路
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 啓開ルートおよび補完ルートに対し、各地方部会において（一社）和歌山県建設業協会加盟会社の

啓開担当割付を実施した。

 なお、不測の事態に備え、同一区間には原則複数の担当を割付けた。

伊都振興局管内の啓開担当割付図（一部抜粋）

３．平成29年度成果①

内陸直下型地震を対象に管内啓開における啓開ルートの設定及び担当業者の割付を設定
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応援体制に係る隣接・広域の応援チームの編成及び応援啓開ルートの設定

 応援ルートについては、「南海トラフ地震における

具体的な応急対策活動に関する計画（H29.6一部

改訂、内閣府）」における緊急輸送ルートを基本

に、設定した。

応援ルート平面図

・緊急輸送ルートは、都道府県地域防災計画で定める緊急輸
送道路を踏まえ、国土の骨格をなす幹線道路である高速道
路、直轄国道を中心に全国から広域応援部隊や緊急輸送
物資輸送車両の広域的な移動を確保するとともに、甚大な
地震・津波被害が見込まれる区域及び防災拠点に到達し、
活動を確保するために、必要に応じて都道府県等が管理す
る道路も含め、選定したネットワークである。

緊急輸送ルートの定義

※「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画
平成29年6月23日 中央防災会議幹事会」より抜粋

：応援ルート

 管内啓開において人員・資機材が不足した際に、隣接管内や遠方管内（紀北→紀南、紀南→紀北

等）からの応援体制（応援に関するルート設定や応援チームの編成等）を構築した。

※背景図の出典：「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画
平成29年6月23日 中央防災会議幹事会」に一部加筆

３．平成29年度成果②



6

応援①：A社
応援②：B社
応援③：C社

応援①：A社
応援②：B社
応援③：C社
応援④：D社

応援①：A社
応援②：B社

応援①：A社
応援②：B社

応援①：A社
応援②：B社
応援③：C社
応援④：D社
応援⑤：E社
応援⑥：F社

応援①：A社
応援②：B社
応援③：C社
応援④：D社

応援①：A社
応援②：B社
応援③：C社

応援①：A社
応援②：B社
応援③：C社
応援④：D社
応援⑤：E社
応援⑥：F社

応援①：A社
応援②：B社
応援③：C社
応援④：D社
応援⑤：E社
応援⑥：F社

３．平成29年度成果②

応援体制に係る隣接・広域の応援チームの編成及び応援啓開ルートの設定

 応援チームについては、建設業協会等へ業者選出依頼

を行い、各管内で代表2～6社程度を選定した。



（県 庁）

国土交通省 和歌山県
ＮＥＸＣＯ西日本

②選定

（県 庁）

国土交通省 和歌山県
ＮＥＸＣＯ西日本

（協会※1各支部）

理事等

※2①要請

（現場）
啓開業者

（各建設部）

建設部長等

管 内 啓 開 応 援 啓 開

④指示

③決定

④指示

⑤作業⑥報告

⑥報告

⑥報告

※1「協会」とは、和歌山県建設業協会および和歌山県測量設計業協会をいう

①要請：啓開着手の要請
②選定：道路啓開計画（路線、貼付）

を基本に選定
③決定：担当業者および啓開区間

について決定報告
④指示：啓開前、啓開中の作業指示
⑤作業：現地での啓開作業
⑥報告：啓開進捗やその他の報告

（協会※各支部）

理事等
（現場）

啓開業者

④指示

⑤移動・作業⑥報告

⑥報告

①応援
要請

※「協会」とは、和歌山県建設業協会および和歌山県測量設計業協会をいう

①応援要請：応援啓開の要請
②選定：道路啓開計画（応援チーム）

を基本に選定
③決定：担当業者および啓開区間

について決定報告
④指示：啓開前、啓開中の作業指示
⑤移動・作業：管内間の移動および

現地での啓開作業
⑥報告：啓開進捗やその他の報告

（協会※各支部）

理事等

（協会※本部）

会 長

（各建設部）

建設部長等

①応援
要請

①応援
要請

②選定

③決定

③決定

③決定

③決定
⑥報告

啓開管内 応援管内啓開管内

（各建設部）

建設部長等

一本化窓口 一本化窓口

指示連絡系統の詳細
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 大規模災害協定に基づいた発令者、連絡系統を考慮し、管内啓開、応援啓開の別に設定した。

３．平成29年度成果③

※2
測量設計業協会については、 一本化窓口
から協会本部に要請を行い 、協会本部か
ら各支部に指示（出動）を行う



8

①集結拠点候補地

 東日本大震災や熊本地震においては、後方支援の拠点を中心に活動を展開した。
 啓開作業や広域支援を円滑に実行するため、集結拠点に求められる役割と機能を整理する。

東日本大震災における岩手県遠野市（遠野運動公園等）の事例

■立地環境
 内陸諸都市と沿岸市町村を結ぶ道路網の結節点
 内陸と沿岸の市町村が半径50km圏内（車で約1時間圏内）
 地質が花崗岩で安定しており、災害に強い地域
■主な機能・活用内容
 広域支援の一次集結地
 広域支援のベースキャンプ
 災害対策車両の活動支援等

○岩手県遠野市の立地環境

○遠野運動公園の活用状況

※出典：遠野市沿岸被災地後方支援50日の記録(H23,遠野市)

集結拠点に求められる役割

 啓開担当業者や応援部隊が被災地に向かう際の中継
となる拠点

 道路啓開活動の実施に向けた一時的な滞在、調整及
び作業が可能となる拠点

拠点に必要となる機能と内容

・集結場所や待機場所として確保
・円滑な受援の要となる拠点を事前に設定

ベースキャンプ機能
・道路啓開担当業者や応援部隊の集結、現場の情報

共有、体制等の調整

活動支援機能
・資機材の備蓄（仮設を含む）、対応機械の燃料補給

やメンテナンス活動を支援

ライフライン機能 ・対応人員の休息環境（トイレ、水道等）を確保

３．平成29年度成果③

指示連絡系統の詳細
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②情報拠点候補地

 東日本大震災や熊本地震では情報の輻輳、通信規制や障害が広範囲で発生した。
 情報拠点とするため、防災無線等による通信手段を確保できる施設を整理する。

東日本大震災及び熊本地震における通信の被害状況

情報拠点に求められる役割

 啓開担当や被災状況報告者が使用可能な通信手段を保
有する拠点

 通信規制や通信基盤の広域的な通信障害の際において
も、連絡・通信が可能である拠点（支所等）

・連絡通信不能を想定
・啓開担当が利用できる情報拠点を事前に設定

○熊本地震における被災状況「NTT西日本及びNTTドコモ」
（2016年4月16日の状況）

※出典：電気通信事業者の平成28年熊本地震への対応状況(H28,総務省)

NTT西日本NTT西日本 NTTドコモNTTドコモ

○東日本大震災における被災状況「NTT東日本及びNTTドコモ」
（2011年3月13日の状況）

岩手県 宮城県 福島県

※出典：東日本大震災における通信の被災状況、復旧等に関する取組状況（H23,総務省）

拠点に必要となる機能と内容

通信手段を保有
・防災無線、衛星電話、マイクロ電話など固定電話や

携帯電話の通信規制に影響を受けない通信手段

活動支援機能
・報告の取りまとめ作業や連絡者の一時的な駐車が

可能なスペースを保有

ライフライン機能 ・対応人員の休息環境（トイレ、水道等）を確保

３．平成29年度成果③



10

市町村・役場
紀の川市役所

情報拠点候補地
紀の川市粉河支所

市町村・役場
岩出市役所

情報拠点候補地
紀の川市桃山支所

振興局
①那賀草振興局

振興局
集結拠点候補地
情報拠点候補地
市役所・役場

情報拠点候補地
紀の川市那賀支所

集結拠点候補地
①根来総合運動広場

集結拠点候補地
③粉河武道館

集結拠点候補地
②道の駅 ねごろ歴史の丘

情報拠点候補地
紀の川市貴志川支所

拠点候補地平面図の作成例【那賀管内】

３．平成29年度成果③



11拠点候補地カルテの作成例【那賀管内：根来総合運動広場】

３．平成29年度成果③



４．これまでの成果

①管内啓開 ①－１ 啓開ルートを策定

②－２ 担当業者の割付を策定

②応援啓開ルート設定、応援チームの編成

③指示連絡系統の一本化

④拠点の検討

①－１啓開ルート ①－２担当割付 那賀振興局管内

④集結拠点・情報拠点

③指示連絡系統の一本化

基本方針 管内啓開、応援啓開別連絡系統

②応援啓開ルート・応援チーム
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「県管理道路等を対象にした道路啓開計画」に関する主な検討内容

平成30年度検討事項
【
資

料
９
】

①情報収集・連絡訓練の実施及び訓練結果の計画への反映

②道路啓開実務者に向けた説明会の実施

H28,H29で作成済み
随時、最新情報を
踏まえた更新

H30情報収集・連絡の
実施訓練を踏まえた更新

H29で作成済み
随時、最新情報
を踏まえた更新

H29で作成済み


